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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスクを照明する照明光学系と、前記マスクのパターンを基板に投影する投影光学系と
を備える露光装置における露光条件をコンピュータを用いて決定する決定方法であって、
　前記照明光学系の瞳面に形成する光強度分布に関する照明パラメータ及び前記投影光学
系の収差に関する収差パラメータを設定する第１ステップと、
　前記照明パラメータ及び前記収差パラメータを用いて、前記投影光学系の物体面に配置
されるマスクのパターンに対応して前記投影光学系の像面に形成されるマスクのパターン
の光学像の像性能を算出する第２ステップと、
　前記照明パラメータ及び前記収差パラメータを変更しながら前記第２ステップを繰り返
す第３ステップと、
　前記第２ステップで算出された前記像性能に基づいて、前記投影光学系の像面に形成さ
れる前記マスクのパターンの光学像の像性能が前記投影光学系の像面に形成すべき目標パ
ターンに対して設定された評価基準を満たすように前記照明パラメータの値及び前記収差
パラメータの値を決定し、決定した前記照明パラメータの値及び前記収差パラメータの値
のそれぞれで規定される前記照明光学系の瞳面に形成する光強度分布及び前記投影光学系
の収差を前記露光条件として決定する第４ステップと、
　を有することを特徴とする決定方法。
【請求項２】
　前記第１ステップにおいて、前記投影光学系の物体面に配置するマスクのパターンに関
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するマスクパラメータを設定し、
　前記第２ステップにおいて、前記マスクパラメータを用いて前記像性能を算出し、
　前記第３ステップにおいて、前記マスクパラメータを変更しながら前記第２ステップを
繰り返し、
　前記第４ステップにおいて、前記投影光学系の像面に形成される前記マスクのパターン
の光学像の像性能が前記投影光学系の像面に形成すべき目標パターンに対して設定された
評価基準を満たすように前記マスクパラメータの値、前記照明パラメータの値及び前記収
差パラメータの値を決定し、決定した前記マスクパラメータの値、前記照明パラメータの
値及び前記収差パラメータの値のそれぞれで規定されるマスクのパターン、前記照明光学
系の瞳面に形成する光強度分布及び前記投影光学系の収差を前記露光条件として決定する
、ことを特徴とする請求項１に記載の決定方法。
【請求項３】
　前記第１ステップでは、前記投影光学系に設定すべき収差量を表すパラメータを前記収
差パラメータとして設定することを特徴とする請求項１又は２に記載の決定方法。
【請求項４】
　前記第１ステップでは、前記投影光学系に設定された初期収差量から調整すべき収差量
を表すパラメータを前記収差パラメータとして設定することを特徴とする請求項１又は２
に記載の決定方法。
【請求項５】
　前記収差パラメータは、前記投影光学系を構成する光学素子の駆動量を表すパラメータ
を含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の決定方法。
【請求項６】
　前記像性能は、前記投影光学系の像面における焦点深度、前記投影光学系の像面に形成
される前記マスクのパターンの光学像の寸法と前記目標パターンの寸法との差分及び前記
投影光学系の像面に形成される前記マスクのパターンの光学像の露光余裕度の少なくとも
１つを含むことを特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか１項に記載の決定方法。
【請求項７】
　前記投影光学系の像面に形成されるマスクのパターンの光学像を評価するための評価場
所を前記投影光学系の像面に設定するステップを有し、
　前記第２ステップにおいて、前記評価場所に形成される前記マスクのパターンの光学像
を算出することを特徴とすることを特徴とする請求項１乃至６のうちいずれか１項に記載
の決定方法。
【請求項８】
　前記収差パラメータは、前記投影光学系の光軸からの距離の関数で表されることを特徴
とする請求項１又は２に記載の決定方法。
【請求項９】
　マスクを照明する照明光学系と、前記マスクのパターンを基板に投影する投影光学系と
を備える露光装置における露光条件を決定する決定方法をコンピュータに実行させるプロ
グラムであって、
　前記コンピュータに、
　前記照明光学系の瞳面に形成する光強度分布に関する照明パラメータ及び前記投影光学
系の収差に関する収差パラメータを設定する第１ステップと、
　前記照明パラメータ及び前記収差パラメータを用いて、前記投影光学系の物体面に配置
されるマスクのパターンに対応して前記投影光学系の像面に形成されるマスクのパターン
の光学像の像性能を算出する第２ステップと、
　前記照明パラメータ及び前記収差パラメータを変更しながら前記第２ステップを繰り返
す第３ステップと、
　前記第２ステップで算出された前記像性能に基づいて、前記投影光学系の像面に形成さ
れる前記マスクのパターンの光学像の像性能が前記投影光学系の像面に形成すべき目標パ
ターンに対して設定された評価基準を満たすように前記照明パラメータの値及び前記収差
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パラメータの値を決定し、決定した前記照明パラメータの値及び前記収差パラメータの値
のそれぞれで規定される前記照明光学系の瞳面に形成する光強度分布及び前記投影光学系
の収差を前記露光条件として決定する第４ステップと、
　を実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１０】
　前記第１ステップにおいて、前記投影光学系の物体面に配置するマスクのパターンに関
するマスクパラメータを設定し、
　前記第２ステップにおいて、前記マスクパラメータを用いて前記像性能を算出し、
　前記第３ステップにおいて、前記マスクパラメータを変更しながら前記第２ステップを
繰り返し、
　前記第４ステップにおいて、前記投影光学系の像面に形成される前記マスクのパターン
の光学像の像性能が前記投影光学系の像面に形成すべき目標パターンに対して設定された
評価基準を満たすように前記マスクパラメータの値、前記照明パラメータの値及び前記収
差パラメータの値を決定し、決定した前記マスクパラメータの値、前記照明パラメータの
値及び前記収差パラメータの値のそれぞれで規定されるマスクのパターン、前記照明光学
系の瞳面に形成する光強度分布及び前記投影光学系の収差を前記露光条件として決定する
、ことを特徴とする請求項９に記載のプログラム。
【請求項１１】
　請求項１に記載の決定方法で決定された露光条件に含まれる光強度分布を照明光学系の
瞳面に形成するステップと、
　前記照明光学系の瞳面に形成した光強度分布からの光でマスクのパターンを照明するス
テップと、
　前記露光条件に含まれる収差を投影光学系に設定し、前記投影光学系を介して、前記マ
スクのパターンからの光を基板に投影するステップと、
　を有することを特徴とする露光方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、露光装置における露光条件を決定する決定方法、プログラム及び露光方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　フォトリソグラフィー技術を用いて半導体デバイスを製造する際に、マスク（レチクル
）のパターンを投影光学系によって基板（ウエハなど）に投影してパターンを転写する露
光装置が使用されている。近年では、半導体デバイスの微細化（即ち、回路線幅の微細化
）が進み、露光装置においては、更なる高解像度を実現する技術が要求されている。
【０００３】
　露光装置では、マスクのパターン（の像）を基板上の所望の位置に所望の形状で転写す
ることが求められる。但し、露光時には幾つかのエラー要因が存在し、マスクのパターン
が所望の位置及び所望の形状から外れた状態で転写されることがある。エラー要因として
は、例えば、基板を露光する際の露光量やフォーカス位置が挙げられる。なお、露光量が
理想的な状態でなくなる要因としては、光源の不安定性や照明領域における照度分布の不
均一性などがある。フォーカス位置が理想的な状態でなくなる要因としては、基板の保持
位置の不安定性や基板の凹凸などがある。
【０００４】
　また、投影光学系の収差もエラー要因の１つと考えることができる。投影光学系には、
収差を調整（補正）するための収差調整機構が備えられている（特許文献１参照）。特許
文献１には、投影光学系を通過した光の波面収差に応じて、投影光学系を構成する光学素
子を駆動することで収差を調整する収差調整機構が開示されている。このような収差調整
機構は、主に、低次の収差を調整する機能を有し、低次の収差の発生を抑えたり、収差の
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経時変化を補償したりするために用いられる。また、収差は投影光学系の像高ごとに異な
る特性を示すことがあるため、各像高における像性能の差を抑えるために収差調整機構を
用いることもある。但し、収差調整機構の能力には限界があるため、投影光学系には、一
般的に、残存収差が存在している。また、露光装置ごとに、残像収差の量や露光中の収差
変動量（即ち、露光熱などによる残存収差の変動量）は異なる。
【０００５】
　一方、露光装置の更なる高解像度を実現するために、露光装置における露光条件を最適
化（決定）する技術も提案されている（特許文献２参照）。かかる技術としては、例えば
、マスクのパターン（寸法や形状）及び有効光源の形状（照明光学系の瞳面に形成される
光強度分布）の両方を最適化する技術（「ＳＭＯ技術」と呼ばれる）がある。一般的なＳ
ＭＯ技術では、マスクのパターン及び有効光源の形状を、線幅などの像性能の基準値（目
標値）を満たすように調整する。また、特許文献２には、投影光学系の収差に特定の値（
ゼロではない値、例えば、残存収差に対応する値）を設定した上で有効光源の形状を最適
化する技術が開示されている。このように、投影光学系の収差を考慮した上で有効光源の
形状やマスクのパターンを最適化するＳＭＯ技術は存在する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】国際公開第０２／０５４０３６号パンフレット
【特許文献２】特許第４６０６７３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、投影光学系の収差を考慮した従来のＳＭＯ技術は、投影光学系の収差が
像性能に与える影響を補うために有効光源の形状やマスクのパターンを最適化しているに
すぎない。従って、有効光源の形状やマスクのパターンを調整するだけでは投影光学系の
収差が像性能に与える影響を補えない場合には、像性能が基準値を満たすように有効光源
の形状やマスクのパターンを決定することができなくなる。このような問題は、半導体デ
バイスの微細化が進につれて顕著になるため、露光条件を最適化する上で従来のＳＭＯ技
術では不十分になってきている。
【０００８】
　本発明は、このような従来技術の課題に鑑みてなされ、露光装置における露光条件の決
定に有利な技術を提供することを例示的目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の一側面としての決定方法は、マスクを照明する照
明光学系と、前記マスクのパターンを基板に投影する投影光学系とを備える露光装置にお
ける露光条件をコンピュータを用いて決定する決定方法であって、前記照明光学系の瞳面
に形成する光強度分布に関する照明パラメータ及び前記投影光学系の収差に関する収差パ
ラメータを設定する第１ステップと、前記照明パラメータ及び前記収差パラメータを用い
て、前記投影光学系の物体面に配置されるマスクのパターンに対応して前記投影光学系の
像面に形成されるマスクのパターンの光学像の像性能を算出する第２ステップと、前記照
明パラメータ及び前記収差パラメータを変更しながら前記第２ステップを繰り返す第３ス
テップと、前記第２ステップで算出された前記像性能に基づいて、前記投影光学系の像面
に形成される前記マスクのパターンの光学像の像性能が前記投影光学系の像面に形成すべ
き目標パターンに対して設定された評価基準を満たすように前記照明パラメータの値及び
前記収差パラメータの値を決定し、決定した前記照明パラメータの値及び前記収差パラメ
ータの値のそれぞれで規定される前記照明光学系の瞳面に形成する光強度分布及び前記投
影光学系の収差を前記露光条件として決定する第４ステップと、を有することを特徴とす
る。
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【００１０】
　本発明の更なる目的又はその他の側面は、以下、添付図面を参照して説明される好まし
い実施形態によって明らかにされるであろう。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、例えば、露光装置における露光条件の決定に有利な技術を提供するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１の実施形態における決定方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図２】図１に示すＳ１０２で設定されるマスクパラメータの一例を示す図である。
【図３】図１に示すＳ１０４で設定される照明パラメータの一例を示す図である。
【図４】図１に示すＳ１０８で設定される評価場所の一例を示す図である。
【図５】第１の実施形態で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形成
される光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図６】比較例１で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形成される
光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図７】比較例２で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形成される
光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図８】本発明の第２の実施形態における決定方法を説明するためのフローチャートであ
る。
【図９】第２の実施形態で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形成
される光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図１０】本発明の第３の実施形態における決定方法を説明するためのフローチャートで
ある。
【図１１】図１０に示すＳ１００２で設定されるマスクパラメータの一例を示す図である
。
【図１２】第３の実施形態で最適化する前の各パラメータに対応して、投影光学系の像面
に形成される光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図１３】第３の実施形態で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形
成される光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図１４】比較例３で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形成され
る光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図１５】比較例４で最適化した各パラメータに対応して、投影光学系の像面に形成され
る光学像の評価場所での像性能を示す図である。
【図１６】露光装置の構成を示す概略ブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について説明する。なお、各図
において、同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００１４】
　本発明者らは、露光装置における露光条件の最適化において、有効光源の形状（照明光
学系の瞳面に形成される光強度分布）やマスクのパターンと同様に、投影光学系の収差も
最適化のターゲットとする必要があることを見出した。例えば、特許文献１に開示された
収差調整機構を用いれば、投影光学系の収差を制御することができる。従って、投影光学
系の収差は、有効光源の形状やマスクのパターンと同様に、投影光学系の像面に形成され
るマスクのパターンの光学像の像性能を向上させるための最適化のターゲットにすること
ができる。
【００１５】
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　一般に、有効光源の形状及びマスクのパターンが決定されれば、その有効光源の形状で
そのマスクのパターンを照明した際に、投影光学系の瞳面のどの位置を光（露光光）が通
過するのかがわかる。投影光学系の収差は、瞳面内の各位置での光線の位相の変化を表す
ものであり、光学像を形成する上で有効光源の形状やマスクのパターンと密接に関係する
。従って、本実施形態では、有効光源の形状やマスクのパターンだけでなく、投影光学系
の収差も最適化のターゲットとすることで、露光装置における露光条件の最適化に有利な
技術を提供する。
【００１６】
＜第１の実施形態＞
　図１は、本発明の第１の実施形態における決定方法を説明するためのフローチャートで
ある。本実施形態の決定方法は、コンピュータなどの情報処理装置によって実行され、マ
スク（レチクル）を照明する照明光学系と、マスクのパターンを基板に投影する投影光学
系とを備える露光装置における露光条件を決定（最適化）する。ここで、露光条件とは、
露光装置に設定可能な条件であって、マスクのパターン（マスクパターン）の形状、大き
さ、位置などのパラメータ、有効光源の形状、投影光学系の収差などを含む。
【００１７】
　Ｓ１０２（第１ステップ）では、投影光学系の物体面に配置するマスクのパターンに関
するパラメータ（マスクパラメータ）を設定する。
【００１８】
　本実施形態では、図２に示すマスクパターンに対して、その形状を規定するマスクパラ
メータ（「マスクバイアス」とも呼ばれる）Ｍ１、Ｍ２及びＭ３を設定する。図２に示す
マスクパターンは、遮光部（透過率：０％）と透過部（透過率：１００％）とで構成され
た３種類のライン・アンド・スペース・パターンＬＳＰ１、ＬＳＰ２及びＬＳＰ３を含む
。マスクパラメータＭ１は、ハーフピッチが４０ｎｍのライン・アンド・スペース・パタ
ーンＬＳＰ１のラインパターンの寸法（横幅）を規定する。マスクパラメータＭ２は、ハ
ーフピッチが５０ｎｍのライン・アンド・スペース・パターンＬＳＰ２のラインパターン
の寸法（横幅）を規定する。マスクパラメータＭ３は、ハーフピッチが６０ｎｍのライン
・アンド・スペース・パターンＬＳＰ３のラインパターンの寸法（横幅）を規定する。ま
た、本実施形態では、マスクパラメータＭ１、Ｍ２及びＭ３に対して、マスクの製造性か
ら、以下に示す上限値及び下限値を与える。
３５≦Ｍ１≦４５（ｎｍ）
４５≦Ｍ２≦６０（ｎｍ）
５５≦Ｍ３≦７５（ｎｍ）
【００１９】
　マスクパターンには、一般には、様々なパターンが含まれている。Ｓ１０２では、マス
クパターンに含まれる全てのパターンに関するマスクパラメータを設定してもよいし、一
部のパターンのみに関するマスクパラメータを設定してもよい。また、本実施形態では、
マスクパターンをライン・アンド・スペース・パターンとしているが、マスクパターンは
他のパターン（ホールパターンなど）であってもよい。更に、本実施形態では、マスクパ
ターンをバイナリマスクとしているが、マスクパターンは位相シフトマスクや他の種類の
マスクであってもよい。
【００２０】
　また、本実施形態では、ライン・アンド・スペース・パターンのラインパターンの横幅
をマスクパラメータとして設定している。但し、ライン・アンド・スペース・パターンの
ラインパターンの縦幅（長手方向の長さ）やマスクパターンの頂点位置に関する量をマス
クパラメータとして設定しもよい。更に、マスクパターンの透過率や位相などをマスクパ
ラメータとして設定することも可能である。
【００２１】
　Ｓ１０４（第１ステップ）では、照明光学系の瞳面に形成される光強度分布、即ち、有
効光源の形状に関するパラメータ（照明パラメータ）を設定する。
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【００２２】
　本実施形態では、図３に示すダイポール（２重極）照明に対して、その形状を規定する
照明パラメータＳ１、Ｓ２及びＳ３を設定する。図３に示すダイポール照明は、２つの発
光部を含み、ライン・アンド・スペース・パターンに適した照明である。照明パラメータ
Ｓ１は、ダイポール照明の外シグマ（Ｏｕｔｅｒ　Ｓｉｇｍａ）を規定する。照明パラメ
ータＳ２は、ダイポール照明の内シグマ（Ｉｎｎｅｒ　Ｓｉｇｍａ）を規定する。照明パ
ラメータＳ３は、ダイポール照明の発光部の開口角度（Ａｎｇｌｅ）を規定する。また、
本実施形態では、照明パラメータＳ１、Ｓ２及びＳ３に対して、以下に示す上限値及び下
限値を与える。
０．８０≦Ｓ１≦０．９５
０．５０≦Ｓ２≦０．９０
１０≦Ｓ３≦５０　（度）
【００２３】
　本実施形態では、図２に示すマスクパターンに適したダイポール照明に対して照明パラ
メータを設定しているが、その他の形状の照明に対して照明パラメータを設定しもよい。
例えば、輪帯照明に対して照明パラメータ（例えば、外シグマや内シグマ）を設定しもよ
いし、クロスポール照明に対して照明パラメータ（外シグマ、内シグマ、発光部の開口角
度、発光部の回転角度）を設定しもよい。また、自由度が非常に高い照明パラメータを設
定することも可能である。例えば、照明光学系の瞳面をマトリクス状に分割した複数の要
素光源のそれぞれの発光強度を独立した照明パラメータとして設定してもよい。
【００２４】
　なお、本実施形態では、投影光学系の開口数（ＮＡ）を１．３５、露光光の波長を１９
３ｎｍ、露光光の偏光状態をＹ方向の直線偏光と設定（固定）するが、これらを照明パラ
メータとして設定してもよい。換言すれば、投影光学系のＮＡに関するパラメータ、露光
光の波長に関するパラメータ、露光光の偏光度に関するパラメータなどを照明パラメータ
として設定してもよい。
【００２５】
　Ｓ１０６（第１ステップ）では、投影光学系の収差に関するパラメータ（収差パラメー
タ）を設定する。投影光学系の収差は、一般的に、ゼルニケ多項式で表される波面収差と
して規定される。例えば、ゼルニケ多項式の第１項から第３６項までを考慮する場合、第
１項から第３６項までの３６個の係数を設定（入力）することで、１つの波面収差（の形
状）を規定することができる。また、ゼルニケ多項式の各項の係数は、一般的に、第１項
から順にＣ１、Ｃ２、Ｃ３、・・・Ｃｎと呼ばれる。
【００２６】
　Ｃ１は、一律成分であり、波面収差ではないため考慮しなくてよい。Ｃ２及びＣ３は、
一律のディストーションであり、本実施形態のようにライン・アンド・スペース・パター
ンの中央パターンの線幅に着目する（Ｓ１０８を説明する際に述べる）場合には考慮しな
くてよい。また、Ｃ４は、投影光学系のデフォーカスに相当する。本実施形態においては
、Ｓ１１０やＳ１１２で示すように、複数の焦点位置で光学像を算出してプロセスウィン
ドウを評価するため、波面収差としてＣ４を考慮しなくてよい。従って、本実施形態では
、ゼルニケ多項式の第５項から第９項までの係数であるＣ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８及びＣ９
を収差パラメータとして設定する。ゼルニケ多項式の第５項から第９項（Ｃ５～Ｃ９）ま
では、「低次」の波面収差と呼ばれることが多く、第１０項（Ｃ１０）以降の「高次」の
波面収差に比べて、投影光学系に備えられた収差調整機構によって収差量を制御すること
が比較的容易である。本実施形態では、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８及びＣ９に対して、以下
の収差量の調整範囲を与える。収差量の単位は、露光光の波長をラムダ（λ）としてミリ
ラムダ（ｍλ）である。
－３０≦Ｃ５≦３０（ｍλ）
－３０≦Ｃ６≦３０（ｍλ）
－３０≦Ｃ７≦３０（ｍλ）
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－３０≦Ｃ８≦３０（ｍλ）
－３０≦Ｃ９≦３０（ｍλ）
【００２７】
　また、本実施形態では、ゼルニケ多項式の第１項から第４項までの係数であるＣ１～Ｃ
４には、０を入力し、第１０項から第３６項までの係数であるＣ１０～Ｃ３６には、以下
の表１に示すように、投影光学系の実際の残存収差に対応する値を入力した。これにより
、調整が困難な高次の波面収差を、低次の波面収差を用いて調整することで、優れた像性
能を有する光学像を形成することができるかどうかを確認することができる。
【００２８】
【表１】

【００２９】
　Ｓ１０８（第２ステップ）では、投影光学系の像面に形成されるマスクパターンの光学
像を評価するための評価場所（評価点又は評価線分（カットライン））を投影光学系の像
面に設定する。本実施形態では、図４に示すように、ライン・アンド・スペース・パター
ンＬＳＰ１、ＬＳＰ２及びＬＳＰ３のそれぞれのラインパターンの中央に対応する投影光
学系の像面に評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３を設定する。図４では、説明を簡
単にするために、投影光学系の物体面における寸法と投影光学系の像面における寸法が等
しい（即ち、投影光学系の倍率が１倍である）ものとしている。但し、実際には、投影光
学系の倍率に基づいて像面上の寸法に換算したマスクパターンを考慮して、投影光学系の
像面に評価場所を設定する必要がある。
【００３０】
　Ｓ１１０では、Ｓ１０８で設定した評価場所に形成されるマスクパターンの光学像（の
像性能）を基板（投影光学系の像面）に形成すべき目標パターンと比較して評価するため
の評価基準を設定する。本実施形態で設定する評価基準を具体的に説明する。まず、評価
場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３のそれぞれに形成される光学像の目標線幅（目標値
）を４０ｎｍ、５０ｎｍ及び６０ｎｍとする。光学像の目標線幅からの誤差が±１０％以
下になる焦点位置と露光量との組み合わせは、一般的に、プロセスウィンドウと呼ばれる
。かかるプロセスウィンドウにおいて、全ての評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３
で共通の露光量マージンとして１０％を得ることができる焦点位置の範囲（焦点深度、即
ち、焦点に対する余裕度）を、本実施形態では、評価基準として設定する。
【００３１】
　本実施形態では、ライン・アンド・スペース・パターンのラインパターンの中央に対応
する投影光学系の像面に評価場所を設定し、かかる評価場所での焦点深度を評価基準とし
て設定しているが、評価場所及び評価基準はこれに限定されるものではない。例えば、ラ
イン・アンド・スペース・パターンの最端のラインパターンに対応する投影光学系の像面
にも評価場所を設定し、中央のラインパターンと最端のラインパターンとの共通の焦点深
度を評価基準としてもよい。なお、評価基準は、焦点深度に限定されるものではなく、マ
スクパターンの光学像の寸法と目標パターンの寸法との差分、マスクパターンの光学像の
露光余裕度、マスクパターンの光学像のコントラストやＩＬＳ（イメージ・ログ・スロー
プ）であってもよい。また、投影光学系の像面の座標を評価場所（評価点）として設定し
、かかる座標からの光学像の位置ずれ（「エッジ・プレースメント・エラー」とも呼ばれ
る）を評価基準として設定してもよい。
【００３２】
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　Ｓ１１２（第３ステップ）では、マスクパターンの値、照明パラメータの値及び収差パ
ラメータを最適化して、露光条件、即ち、マスクパターン、有効光源の形状及び投影光学
系の収差を決定する。まず、Ｓ１０８で設定した評価場所に形成されるマスクパターンの
光学像がＳ１１０で設定した評価基準を満たすように、マスクパラメータの値、照明パラ
メータの値及び収差パラメータの値を決定する。そして、決定したマスクパラメータの値
、照明パラメータの値及び収差パラメータの値のそれぞれで規定されるマスクパターン、
有効光源の形状及び投影光学系の収差を露光条件として決定する。
【００３３】
　本実施形態では、上述したように、互いに独立した１１個のパラメータ、即ち、マスク
パラメータとしてＭ１、Ｍ２及びＭ３、照明パラメータとしてＳ１、Ｓ２及びＳ３、収差
パラメータとしてＣ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８及びＣ９が設定されている。これらのパラメー
タを全て含むパラメータ空間を構成し、かかるパラメータ空間において滑降シンプレック
ス法によってパラメータの値を最適化する。具体的には、各パラメータの値を変化させな
がらマスクパターンの光学像を算出して評価場所での焦点深度（評価基準）を求め、焦点
深度がなるべく大きくなるように、各パラメータの値を最適化する。
【００３４】
　なお、本実施形態では、滑降シンプレックス法を用いて各パラメータの値を最適化して
いるが、シミュレイテッド・アニーリング法や線形計画法などの数理計画法に基づく最適
化法を用いて各パラメータの値を最適化してもよい。また、本実施形態では、収差パラメ
ータとしてのＣ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８及びＣ９が独立して変化するように設定しているが
、投影光学系に備えられた収差調整機構に応じて、収差の変化量を像高や各収差の従属関
数にしてもよい。
【００３５】
　本実施形態で最適化された各パラメータ（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｃ５
、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９）の値を以下のパラメータ群１に示す。
（パラメータ群１）
Ｍ１＝４０．２（ｎｍ）
Ｍ２＝５７．７（ｎｍ）
Ｍ３＝７２．８（ｎｍ）
Ｓ１＝０．８７６
Ｓ２＝０．６２４
Ｓ３＝２２．３（度）
Ｃ５＝＋６．８（ｍλ）
Ｃ６＝－２１．２（ｍλ）
Ｃ７＝－１２．４（ｍλ）
Ｃ８＝＋１７．８（ｍλ）
Ｃ９＝－１５．１（ｍλ）
【００３６】
　図５は、本実施形態で最適化した各パラメータ（パラメータ群１）に対応して、投影光
学系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での像性能を
示す図である。図５では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、縦軸に基
準露光量からの変化量（％）を採用している。また、図５では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａ
ｒ２及びＢａｒ３での線幅が目標線幅の＋１０％又は－１０％となる焦点位置と露光量と
の組み合わせをプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。従って、評価場所Ｂａｒ
１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３のそれぞれに対応する２本のプロット線に挟まれた領域が、光
学像の目標線幅からのずれが±１０％以内に収まる露光条件の範囲となる。また、全ての
評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３に対するこの領域の共通部分がプロセスウィン
ドウであり、かかるプロセスウィンドウにおいて、共通の露光量マージンとして１０％を
得ることができる焦点位置の範囲が焦点深度である。本実施形態におけるマスクパターン
の光学像の像性能の評価基準である焦点深度は、図５に示す領域ＡＲ１の焦点方向の幅（
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領域ＡＲ１の横幅）に相当する。図５に示すように、本実施形態で得られる焦点深度は、
１７７．４ｎｍである。
【００３７】
　ここで、比較例１として、収差パラメータ（Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９）の値を変
化させずに（即ち、投影光学系の収差を考慮せずに）、マスクパラメータ（Ｍ１、Ｍ２、
Ｍ３）及び照明パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）を最適化する場合を考える。具体的には
、図１に示すフローチャートにおいて、Ｓ１０６では、収差パラメータを設定せず（収差
の値を変数とせず）、以下の表２に示すように、投影光学系の実際の残存収差に対応する
値をＣ５～Ｃ３６に入力した。なお、表２に示すＣ１０～Ｃ３６の値は、表１に示すＣ１
０～Ｃ３６の値と同じである。比較例１で最適化された各パラメータ（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３
、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）の値を以下のパラメータ群２に示す。
【００３８】
【表２】

【００３９】
（パラメータ群２）
Ｍ１＝４１．８（ｎｍ）
Ｍ２＝５８．２（ｎｍ）
Ｍ３＝７３．４（ｎｍ）
Ｓ１＝０．８７９
Ｓ２＝０．６９３
Ｓ３＝１９．８（度）
【００４０】
　図６は、比較例１で最適化した各パラメータ（パラメータ群２）に対応して、投影光学
系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での像性能を示
す図である。図６では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、縦軸に基準
露光量からの変化量（％）を採用している。また、図６では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ
２及びＢａｒ３での線幅が目標線幅の＋１０％又は－１０％となる焦点位置と露光量との
組み合わせをプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図６を参照するに、比較例
１で得られる焦点深度（図６に示す領域ＡＲ２の横幅）は、１５５．１ｎｍである。
【００４１】
　このように、本実施形態では、比較例１よりも２０ｎｍ以上も広い焦点深度が得られて
いる。従って、露光条件の最適化において、有効光源の形状やマスクのパターンと同様に
、投影光学系の収差も最適化のターゲットとすることが、マスクパターンの光学像の像性
能を向上させる上で有効であることがわかる。
【００４２】
　また、比較例２として、収差パラメータ（Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９）の値を変化
させずに（即ち、投影光学系の収差を考慮せずに）、マスクパラメータ（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ
３）及び照明パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）を最適化する場合を考える。具体的には、
図１に示すフローチャートにおいて、Ｓ１０６では、収差パラメータを設定せず、以下の
表３に示す値をＣ５～Ｃ３６に入力した。表３に示すＣ１０～Ｃ３６の値は、表１や表２
に示すＣ１０～Ｃ３６の値と同じであるが、比較例２では、低次の収差であるＣ５～Ｃ９
に０を入力している。これは、投影光学系に備えられた収差調整機構によって低次の収差
が完全に抑えられた理想的な状態を想定している。比較例２で最適化された各パラメータ
（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３、Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）の値を以下のパラメータ群３に示す。
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【００４３】
【表３】

【００４４】
（パラメータ群３）
Ｍ１＝４１．８（ｎｍ）
Ｍ２＝５８．２（ｎｍ）
Ｍ３＝７３．４（ｎｍ）
Ｓ１＝０．８９１
Ｓ２＝０．６２８
Ｓ３＝２１．７（度）
【００４５】
　図７は、比較例２で最適化した各パラメータ（パラメータ群２）に対応して、投影光学
系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での像性能を示
す図である。図７では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、縦軸に基準
露光量からの変化量（％）を採用している。また、図６では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ
２及びＢａｒ３での線幅が目標線幅の＋１０％又は－１０％となる焦点位置と露光量との
組み合わせをプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図７を参照するに、比較例
２で得られる焦点深度（図７に示す領域ＡＲ３の横幅）は、１６４．６ｎｍである。
【００４６】
　本実施形態（図５）、比較例１（図６）及び比較例２（図７）を比較するに、マスクパ
ターンや有効光源の形状だけではなく、投影光学系の収差も最適化することで、最も優れ
た像性能を有する光学像を形成することができることがわかる。
【００４７】
　以下、マスクパターンの光学像の像性能を向上させる上で、投影光学系の収差を最適化
のターゲットとすることが有効である理由について考察する。上述したように、有効光源
の形状及びマスクのパターンが決定されれば、その有効光源の形状でそのマスクのパター
ンを照明した際に、投影光学系の瞳面のどの位置を光（露光光）が通過するのかがわかる
。特に、投影光学系の瞳面における露光光の通過位置は、基板に形成すべき目標パターン
の形状及びピッチに強く依存する。マスクパターン及び有効光源の形状の最適化は従来技
術でも行われている。但し、従来技術では、目標パターンに対してマスクパターン及び有
効光源の形状を最適化（調整）しているにすぎないため、投影光学系の瞳面における露光
光の通過位置を劇的に変化させることはできない。
【００４８】
　一方、投影光学系の収差は、上述したように、瞳面内の各位置での光線の位相の変化を
表すものである。従来技術のように、既知の収差を入力する場合には、目標パターンの形
状及びピッチに対応する投影光学系の瞳面内の位置に大きな収差が存在していると、マス
クパターン及び有効光源の形状を最適化しても収差が像性能に与える影響を補うことがで
きない。従って、マスクパターンや有効光源の形状だけではなく、投影光学系の収差も同
時に最適化することが、マスクパターンの光学像の像性能を向上させるためには必須とな
ると考えられる。
【００４９】
　例えば、図６（比較例１）を参照するに、各評価場所（Ｂａｒ１、Ｂａｒ２、Ｂａｒ３
）によって露光マージンを最も広くする焦点位置がずれていることがわかる。特に、評価
位置Ｂａｒ１での焦点位置は、プラスの方向に大きくずれている。これは、投影光学系の
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収差が像性能に与える影響を表しており、マスクパターンや有効光源の形状を最適化して
も、投影光学系の収差が像性能に与える影響を補うことができないことを意味している。
【００５０】
　一方、図５（本実施形態）を参照するに、評価位置Ｂａｒ１での焦点位置が補正され、
露光マージンのベストフォーカス位置が各評価場所（Ｂａｒ１、Ｂａｒ２、Ｂａｒ３）に
対してもほぼ同じ位置にあることがわかる。このように、低次の収差（を発生させること
）によって、高次の収差が像性能に与える影響（例えば、焦点位置のずれ）を補うことが
可能となり、より広い焦点深度を得ることができる。
【００５１】
　更に、図７（比較例２）を参照するに、低次の収差を発生させることの効果が明らかに
なる。比較例２では、低次の収差が完全に抑えられた理想的な状態においてマスクパター
ン及び有効光源の形状を最適化しているが、高次の収差の影響によって焦点深度が低い値
になっている。上述したように、投影光学系に備えられた収差調整機構で高次の収差を抑
えることは困難である。従って、投影光学系に高次の収差が残存している場合には、低次
の収差を小さく抑えるよりも、高次の収差とバランスを取るように（即ち、高次の収差の
影響を打ち消すように）、低次の収差を発生させることが効果的となる。
【００５２】
　このように、投影光学系の収差に特定の値を入力して（収差自体を定数として）マスク
パターン及び有効光源の形状を最適化する従来技術では、露光条件を最適化する上で不十
分であることがわかる。そこで、本実施形態のように、有効光源の形状やマスクのパター
ンだけでなく、投影光学系の収差も最適化のターゲットとすることで、露光装置における
露光条件の最適化に有利な技術を提供することができる。
【００５３】
＜第２の実施形態＞
　第１の実施形態では、マスクパターン、有効光源の形状及び投影光学系の収差の３種類
を最適化のターゲットとしたが、マスクパターンを最適化のターゲットから除外すること
も可能である。露光装置に用いられるマスクは非常に高価であるため、マスクを製造した
後には、マスクを再製造する（製造しなおす）ことをできるだけ抑えたいという要求が存
在する。そこで、本実施形態では、マスクパターンを変化させずに（即ち、マスクパター
ンを固定して）、有効光源の形状及び投影光学系の収差を最適化する。
【００５４】
　図８は、本発明の第２の実施形態における決定方法を説明するためのフローチャートで
ある。本実施形態の決定方法は、第１の実施形態の決定方法と同様であるが、Ｓ１０２の
代わりにＳ１０２Ａを有し、Ｓ１１２の代わりにＳ１１２Ａを有する。
【００５５】
　Ｓ１０２Ａでは、投影光学系の物体面に配置するマスクのパターン（マスクパターン）
を設定する。本実施形態では、図２に示したように、３種類のライン・アンド・スペース
・パターンＬＳＰ１、ＬＳＰ２及びＬＳＰ３を含むマスクパターンを設定する。但し、本
実施形態では、マスクパターンは変化させないため、マスクパラメータ（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ
３）を以下の値に固定する。
Ｍ１＝４１（ｎｍ）
Ｍ２＝５８（ｎｍ）
Ｍ３＝７３（ｎｍ）
【００５６】
　Ｓ１０４、Ｓ１０６、Ｓ１０８及びＳ１１０のそれぞれでは、第１の実施形態で説明し
たように、照明パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）、収差パラメータ（Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、
Ｃ８、Ｃ９）、評価場所及び評価基準を設定する。
【００５７】
　本実施形態では、ゼルニケ多項式の第５項から第９項までの係数であるＣ５、Ｃ６、Ｃ
７、Ｃ８及びＣ９を収差パラメータとして設定する。また、第１項から第４項までの係数
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であるＣ１～Ｃ４には、０を入力し、第１０項から第３６項までの係数であるＣ１０～Ｃ
３６には、表１に示す値を入力した。
【００５８】
　また、本実施形態では、図４に示したように、ライン・アンド・スペース・パターンの
ラインパターンの中央に対応する投影光学系の像面に評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢ
ａｒ３を設定し、かかる評価場所での焦点深度を評価基準として設定する。
【００５９】
　Ｓ１１２Ａでは、照明パラメータの値及び収差パラメータを最適化して、露光条件、即
ち、有効光源の形状及び投影光学系の収差を決定する。本実施形態で最適化された各パラ
メータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｃ５、Ｃ６、Ｃ７、Ｃ８、Ｃ９）の値を以下のパラメータ群
４に示す。
（パラメータ群４）
Ｓ１＝０．８７２
Ｓ２＝０．６１９
Ｓ３＝１３．４（度）
Ｃ５＝＋１２．５（ｍλ）
Ｃ６＝－６．３（ｍλ）
Ｃ７＝－１１．３（ｍλ）
Ｃ８＝＋１８．２（ｍλ）
Ｃ９＝－１９．９（ｍλ）
【００６０】
　図９は、本実施形態で最適化した各パラメータ（パラメータ群４）に対応して、投影光
学系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での像性能を
示す図である。図９では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、縦軸に基
準露光量からの変化量（％）を採用している。また、図９では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａ
ｒ２及びＢａｒ３での線幅が目標線幅の＋１０％又は－１０％となる焦点位置と露光量と
の組み合わせをプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図９を参照するに、本実
施形態で得られる焦点深度（図９に示す領域ＡＲ４の横幅）は、１７１．６ｎｍである。
【００６１】
　このように、本実施形態では、第１の実施形態の比較例１よりも１５ｎｍ以上も広い焦
点深度が得られている。これは、マスクパターンを固定しても、有効光源の形状及び投影
光学系の収差を最適化すれば、マスクパターンの光学像の像性能を向上させる上で有効で
あることを意味している。換言すれば、本実施形態のように、最適とは限らない寸法（横
幅）でマスクパターンを固定した場合であっても、有効光源の形状及び投影光学系の収差
を最適化のターゲットとすることで、露光装置における露光条件の最適化に有利な技術を
提供することができる。
【００６２】
＜第３の実施形態＞
　図１０は、本発明の第３の実施形態における決定方法を説明するためのフローチャート
である。本実施形態の決定方法は、第１の実施形態や第２の実施形態と同様に、マスクを
照明する照明光学系と、マスクのパターンを基板に投影する投影光学系とを備える露光装
置における露光条件を決定（最適化）する。
【００６３】
　Ｓ１００２では、投影光学系の像面に形成されるマスクパターンの光学像を評価するた
めの像高（評価像高）を設定する。本実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式の
露光装置（スキャナー）を想定し、（－１２．６，０）、（－７，０）、（０，０）、（
７，０）及び（１２．６，０）の５つの像高を評価像高として設定する。なお、スリット
方向の座標をｘとし、スキャン方向の座標をｙとする。
【００６４】
　Ｓ１００４では、投影光学系の物体面に配置するマスクのパターンに関するパラメータ
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（マスクパラメータ）を設定する。
【００６５】
　本実施形態では、図１１に示すマスクパターンに対して、その形状を規定するマスクパ
ラメータＭ１、Ｍ２及びＭ３を設定する。図１１に示すマスクパターンは、遮光部（透過
率：６％）と透過部（透過率：１００％）とで構成された３種類のライン・アンド・スペ
ース・パターンＬＳＰ４、ＬＳＰ５及びＬＳＰ６を含む。マスクパラメータＭ１は、ピッ
チが１００ｎｍのライン・アンド・スペース・パターンＬＳＰ４のラインパターンの寸法
（横幅）を規定する。マスクパラメータＭ２は、ピッチが１２０ｎｍのライン・アンド・
スペース・パターンＬＳＰ５のラインパターンの寸法（横幅）を規定する。マスクパラメ
ータＭ３は、ピッチが１５０ｎｍのライン・アンド・スペース・パターンＬＳＰ６のライ
ンパターンの寸法（横幅）を規定する。但し、本実施形態では、マスクパターンは変化さ
せないため、マスクパラメータ（Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３）を以下の値に固定する。
Ｍ１＝５０（ｎｍ）
Ｍ２＝５３（ｎｍ）
Ｍ３＝５８（ｎｍ）
【００６６】
　Ｓ１００４では、有効光源の形状に関するパラメータ（照明パラメータ）を設定する。
本実施形態では、第１の実施形態や第２の実施形態と同様に、図３に示すダイポール（２
重極）照明に対して、その形状を規定する照明パラメータＳ１、Ｓ２及びＳ３を設定する
。また、本実施形態では、照明パラメータＳ１、Ｓ２及びＳ３に対して、以下に示す上限
値及び下限値を与える。
０．７０≦Ｓ１≦０．９８
０．５０≦Ｓ２≦０．８５
２０≦Ｓ３≦１１０　（度）
【００６７】
　Ｓ１００８では、投影光学系に存在する収差（初期収差量）を設定する。本実施形態で
は、初期収差量をゼルニケ多項式の第１項から第３６項までの係数であるＣ１～Ｃ３６で
表し、Ｓ１００２で設定した評価像高のそれぞれについて、以下の表４に示すように、投
影光学系の実際の残存収差に対応する値を設定した。
【００６８】
【表４】

【００６９】
　Ｓ１０１０では、投影光学系の収差に関するパラメータ（収差パラメータ）として、初
期収差量から調整すべき収差量を表すパラメータ（収差調整パラメータ）を設定する。本
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実施形態では、像高コマ収差に関する像高コマ収差調整パラメータＰ１、球面収差に関す
る球面収差調整パラメータＰ２、像面収差に関する像面収差調整パラメータＰ３を収差調
整パラメータとして設定する。これらの収差調整パラメータの値に対応する収差量は、投
影光学系を構成する光学素子を光軸方向に移動させることで発生させることができる。従
って、収差調整パラメータは、投影光学系を構成する光学素子の光軸方向の移動量（駆動
量）を表すパラメータでもある。
【００７０】
　また、発生収差量ΔＣ７及びΔＣ９、及び、像面幅ΔＺｄｅｆは、以下の表５に示すよ
うに、投影光学系の光軸からの距離ｈ（ｍｍ）（像高）の関数で表され、各収差調整パラ
メータ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）を設定すれば、各像高での収差調整量を求めることができる
。
【００７１】
【表５】

【００７２】
　本実施形態では、収差調整パラメータは、投影光学系を構成する光学素子の光軸方向の
移動量を表すパラメータとしている。但し、収差調整パラメータは、投影光学系を構成す
る光学素子の偏芯量や傾け量、ステージの移動量、照明光学系を構成する光学素子の駆動
量などを表すパラメータであってもよい。
【００７３】
　また、収差調整パラメータは、露光装置ごとに異なる値となる。従って、パラメータ敏
感度テーブルを露光装置ごとにデータベース化して選択可能にすることで、多種の露光装
置に適用することができるようにするとよい。
【００７４】
　なお、本実施形態では、各収差調整パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）に対して、以下の
収差量の調整範囲を与える。
－５０≦Ｐ１≦５０（μｍ）
－５０≦Ｐ２≦５０（μｍ）
－５０≦Ｐ３≦５０（μｍ）
【００７５】
　Ｓ１０１２では、投影光学系の像面に形成されるマスクパターンの光学像を評価するた
めの評価場所を投影光学系の像面に設定する。本実施形態では、図１１に示すように、ラ
イン・アンド・スペース・パターンＬＳＰ４、ＬＳＰ５及びＬＳＰ６のそれぞれのライン
パターンの中央に対応する投影光学系の像面に評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３
を設定する。
【００７６】
　Ｓ１０１４では、Ｓ１０１２で設定した評価場所に形成されるマスクパターンの光学像
（の像性能）を基板（投影光学系の像面）に形成すべき目標パターンと比較して評価する
ための評価基準を設定する。本実施形態で設定する評価基準を具体的に説明する。まず、
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評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３のそれぞれに形成される光学像の目標線幅（目
標値）を５０ｎｍとする。そして、マスクパターンの光学像の寸法と目標パターンの寸法
との差分（ＣＤ差）のＲＭＳを、本実施形態では、評価基準として設定する。但し、５つ
の像高（－１２．６，０）、（－７，０）、（０，０）、（７，０）及び（１２．６，０
）のそれぞれについて、デフォーカス量を０、±２０ｎｍ、±４０ｎｍに変化させてＣＤ
差を求めるものとする。
【００７７】
　本実施形態では、ライン・アンド・スペース・パターンのラインパターンの中央に対応
する投影光学系の像面に評価場所を設定し、かかる評価場所でのＣＤ差を評価基準として
設定しているが、評価場所及び評価基準はこれに限定されるものではない。例えば、ライ
ン・アンド・スペース・パターンの最端のラインパターンに対応する投影光学系の像面に
も評価場所を設定し、中央のラインパターンと最端のラインパターンとの共通のＣＤ差を
評価基準としてもよい。また、像高ごとに異なるパターンを設定し、かかるパターンの目
標線幅からのＣＤ差を評価基準としてもよい。なお、評価基準は、ＣＤ差に限定されるも
のではなく、焦点深度、マスクパターンの光学像の露光余裕度、マスクパターンの光学像
のコントラストやＩＬＳ（イメージ・ログ・スロープ）であってもよい。また、投影光学
系の像面の座標を評価場所（評価点）として設定し、かかる座標からの光学像の位置ずれ
（「エッジ・プレースメント・エラー」とも呼ばれる）を評価基準として設定してもよい
。
【００７８】
　Ｓ１０１６では、照明パラメータの値及び収差調整パラメータを最適化して、露光条件
、即ち、有効光源の形状及び投影光学系の収差を決定する。まず、Ｓ１０１２で設定した
評価場所に形成されるマスクパターンの光学像がＳ１０１４で設定した評価基準を満たす
ように、照明パラメータの値及び収差調整パラメータの値を決定する。そして、決定した
照明パラメータの値及び収差調整パラメータの値のそれぞれで規定される有効光源の形状
及び投影光学系の収差（初期収差量から調整すべき収差量）を露光条件として決定する。
【００７９】
　本実施形態では、上述したように、互いに独立した６個のパラメータ、即ち、照明パラ
メータとしてＳ１、Ｓ２及びＳ３、収差調整パラメータとしてＰ１、Ｐ２及びＰ３が設定
されている。これらのパラメータを全て含むパラメータ空間を構成し、かかるパラメータ
空間において滑降シンプレックス法によってパラメータの値を最適化する。具体的には、
各パラメータの値を変化させながらマスクパターンの光学像を算出して評価場所でのＣＤ
差のＲＭＳ（評価基準）を求め、ＣＤ差のＲＭＳがなるべく小さくなるように、各パラメ
ータの値を最適化する。
【００８０】
　本実施形態で最適化する前の各パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｐ１、Ｐ２及びＰ３）
の値を以下のパラメータ群５に示す。
（パラメータ群５）
Ｓ１＝０．９５０
Ｓ２＝０．７１３
Ｓ３＝４５（度）
Ｐ１＝０
Ｐ２＝０
Ｐ３＝０
【００８１】
　図１２（ａ）及び図１２（ｂ）は、本実施形態で最適化する前の各パラメータ（パラメ
ータ群５）に対応して、投影光学系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａ
ｒ２及びＢａｒ３での像性能を示す図である。図１２（ａ）では、横軸に基準焦点位置か
らのデフォーカス量を採用し、縦軸に光学像の線幅を採用している。図１２（ａ）では、
評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での線幅をプロットとし、各プロットを直線で
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結んでいる。また、図１２（ｂ）では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用
し、縦軸にＣＤ差を採用している。図１２（ｂ）では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及び
Ｂａｒ３でのＣＤ差をプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図１２（ａ）及び
図１２（ｂ）を参照するに、デフォーカス量０、±２０ｎｍ及び±４０ｎｍにおけるＣＤ
差のＲＭＳは、７．１ｎｍである。
【００８２】
　本実施形態で最適化された各パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｐ１、Ｐ２及びＰ３）の
値を以下のパラメータ群６に示す。また、各像高に設定されている収差を、以下の表６に
示す。
（パラメータ群６）
Ｓ１＝０．９１０
Ｓ２＝０．６６３
Ｓ３＝４５（度）
Ｐ１＝－１５．６
Ｐ２＝－１６．６
Ｐ３＝９．３
【００８３】
【表６】

【００８４】
　図１３（ａ）及び図１３（ｂ）は、本実施形態で最適化した各パラメータ（パラメータ
群６）に対応して、投影光学系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２
及びＢａｒ３での像性能を示す図である。図１３（ａ）では、横軸に基準焦点位置からの
デフォーカス量を採用し、縦軸に光学像の線幅を採用している。図１３（ａ）では、評価
場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での線幅をプロットとし、各プロットを直線で結ん
でいる。また、図１３（ｂ）では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、
縦軸にＣＤ差を採用している。図１３（ｂ）では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａ
ｒ３でのＣＤ差をプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図１３（ａ）及び図１
３（ｂ）を参照するに、デフォーカス量０、±２０ｎｍ及び±４０ｎｍにおけるＣＤ差の
ＲＭＳは、１．５ｎｍである。従って、各パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３、Ｐ１、Ｐ２及
びＰ３）の値を最適化する前と比較して、全ての像高及び全てのデフォーカス量において
マスクパターンの光学像の線幅が目標線幅に近づいていることがわかる。
【００８５】
　ここで、比較例３として、収差調整パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）の値を変化させず
に（即ち、投影光学系の収差を考慮せずに）、照明パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）を最
適化する場合を考える。具体的には、図１０に示すフローチャートにおいて、Ｓ１０１０
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定する）。比較例３で最適化された照明パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）の値を以下のパ
ラメータ群７に示す。
（パラメータ群７）
Ｓ１＝０．９５８
Ｓ２＝０．６９４
Ｓ３＝７３（度）
Ｐ１＝０
Ｐ２＝０
Ｐ３＝０
【００８６】
　図１４（ａ）及び図１４（ｂ）は、比較例３で最適化した各パラメータ（パラメータ群
７）に対応して、投影光学系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及
びＢａｒ３での像性能を示す図である。図１４（ａ）では、横軸に基準焦点位置からのデ
フォーカス量を採用し、縦軸に光学像の線幅を採用している。図１４（ａ）では、評価場
所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での線幅をプロットとし、各プロットを直線で結んで
いる。また、図１４（ｂ）では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、縦
軸にＣＤ差を採用している。図１４（ｂ）では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ
３でのＣＤ差をプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図１４（ａ）及び図１４
（ｂ）を参照するに、デフォーカス量０、±２０ｎｍ及び±４０ｎｍにおけるＣＤ差のＲ
ＭＳは、１．６６ｎｍである。比較例３（図１４（ｂ））は、本実施形態（図１３（ｂ）
）と比較して、像高間のばらつきが多いことがわかる。
【００８７】
　このように、露光条件の最適化において、有効光源の形状やマスクのパターンと同様に
、投影光学系の収差（初期収差量から調整すべき収差量）も最適化のターゲットとするこ
とが、マスクパターンの光学像の像性能を向上させる上で有効であることがわかる。
【００８８】
　また、比較例４として、照明パラメータ（Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）の値を変化させずに（即
ち、有効光源の形状を固定して）、収差調整パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）を最適化す
る場合を考える。具体的には、図１０に示すフローチャートにおいて、Ｓ１００６では、
照明パラメータを設定しない（換言すれば、照明パラメータＳ１、Ｓ２及びＳ３のそれぞ
れの値を０．９５０、０．７５及び７３に固定する）。比較例４で最適化された収差調整
パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）の値を以下のパラメータ群８に示す。また、各像高に設
定されている収差を、以下の表７に示す。
（パラメータ群８）
Ｓ１＝０．９５０
Ｓ２＝０．７１３
Ｓ３＝７３（度）
Ｐ１＝０
Ｐ２＝０
Ｐ３＝０
【００８９】
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【表７】

【００９０】
　図１５（ａ）及び図１５（ｂ）は、比較例４で最適化した各パラメータ（パラメータ群
８）に対応して、投影光学系の像面に形成される光学像の評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及
びＢａｒ３での像性能を示す図である。図１５（ａ）では、横軸に基準焦点位置からのデ
フォーカス量を採用し、縦軸に光学像の線幅を採用している。図１５（ａ）では、評価場
所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ３での線幅をプロットとし、各プロットを直線で結んで
いる。また、図１５（ｂ）では、横軸に基準焦点位置からのデフォーカス量を採用し、縦
軸にＣＤ差を採用している。図１５（ｂ）では、評価場所Ｂａｒ１、Ｂａｒ２及びＢａｒ
３でのＣＤ差をプロットとし、各プロットを直線で結んでいる。図１５（ａ）及び図１５
（ｂ）を参照するに、デフォーカス量０、±２０ｎｍ及び±４０ｎｍにおけるＣＤ差のＲ
ＭＳは、３．２ｎｍである。比較例４（図１４（ｂ））は、本実施形態で最適化する前（
図１２（ｂ））と比較して、各像高でのＣＤ差を小さく抑えていることがわかる。
【００９１】
　このように、既知の収差を入力して有効光源の形状を最適化するような従来技術は、有
効光源の形状及び投影光学系の収差を同時に最適化する本実施形態と比較して、マスクパ
ターンの光学像の像性能を向上させることができない。但し、投影光学系の収差（収差調
整パラメータの値）を最適化するだけ（比較例４）では、デフォーカス量の変化に対して
ＣＤ差が大きくなってしまう。本実施形態（図１３）、比較例３（図１４）及び比較例４
（図１５）を比較するに、有効光源の形状及び投影光学系の収差を同時に最適化すること
で、最も優れた像性能を有する光学像を形成することができることがわかる。
【００９２】
　また、本実施形態では、投影光学系に設定すべき収差量を表すパラメータではなく、投
影光学系に設定された初期収差量から調整すべき収差量（投影光学系を構成する光学素子
の駆動量）を表す収差調整パラメータを収差パラメータとしている。これにより、最適化
した収差調整パラメータ（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３）を投影光学系に備えられた収差調整機構に
入力する指令（収差の調整の指令）として用いることができる。
【００９３】
　また、本実施形態では、有効光源の形状及び投影光学系の収差を最適化のターゲットと
しているが、マスクパターン（マスクパラメータＭ１、Ｍ２、Ｍ３）も最適化のターゲッ
トとすることができる。
【００９４】
　なお、第１の実施形態、第２の実施形態及び第３の実施形態は、以下の処理を実行する
ことによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア（プ
ログラム）を、ネットワーク又は各記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、その
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システム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出し
て実行する処理である。この場合、そのプログラム、及び、かかるプログラムを記憶した
記憶媒体は本発明を構成することになる。
【００９５】
＜第４の実施形態＞
　図１６を参照して、照明光学系からの光で照明されたマスクのパターンをウエハに転写
する露光装置１００について説明する。図１６は、露光装置１００の構成を示す概略ブロ
ック図である。露光装置１００は、本実施形態では、ステップ・アンド・スキャン方式の
露光装置であるが、ステップ・アンド・リピート方式やその他の露光方式も適用すること
ができる。
【００９６】
　露光装置１００は、照明装置１１０と、マスク１２０を支持するマスクステージ（不図
示）と、投影光学系１３０と、ウエハ１４０を支持するウエハステージ（不図示）とを有
する。
【００９７】
　照明装置１１０は、光源１６０と、照明光学系１８０とを含み、転写用の回路パターン
が形成されたマスク１２０を照明する。光源１６０は、例えば、波長約１９３ｎｍのＡｒ
Ｆエキシマレーザ、波長約２４８ｎｍのＫｒＦエキシマレーザなどのエキシマレーザを使
用する。但し、光源１６０の種類及び個数は限定されず、例えば、波長約１５７ｎｍのＦ

２レーザや狭帯域化した水銀ランプなどを光源１６０として使用することもできる。照明
光学系１８０は、光源１６０からの光を用いてマスク１２０を照明する光学系であって、
第１の実施形態、第２の実施形態又は第３の実施形態の決定方法によって決定された有効
光源を形成する。照明光学系１８０は、引き回し光学系１８１と、ビーム整形光学系１８
２と、偏光制御部１８３と、位相制御部１８４と、射出角度保存光学素子１８５と、リレ
ー光学系１８６と、多光束発生部１８７とを含む。また、照明光学系１８０は、偏光状態
調整部１８８と、計算機ホログラム１８９と、リレー光学系１９０と、アパーチャ１９１
と、ズーム光学系１９２と、多光束発生部１９３と、開口絞り１９４と、照射部１９５と
を含む。
【００９８】
　引き回し光学系１８１は、光源１６０からの光を偏向してビーム整形光学系１８２に導
光する。ビーム整形光学系１８２は、光源１６０からの光の断面形状の縦横比率を所定の
値に変換する（例えば、断面形状を長方形から正方形にする）。ビーム整形光学系１８２
は、多光束発生部１８７を照明するために必要な大きさ及び発散角を有する光束を形成す
る。
【００９９】
　偏光制御部１８３は、例えば、直線偏光子などで構成され、不要な偏光成分を除去する
機能を有する。偏光制御部１８３で除去（遮光）される偏光成分を最小限にすることで、
光源１６０からの光を効率よく所定の直線偏光にすることができる。位相制御部１８４は
、偏光制御部１８３によって直線偏光となった光にλ／４の位相差を与えて円偏光に変換
する。射出角度保存光学素子１８５は、例えば、オプティカルインテグレータ（複数の微
小レンズで構成されたハエの目レンズやファイバーなど）で構成され、一定の発散角度で
光を射出する。リレー光学系１８６は、射出角度保存光学素子１８５から射出された光を
多光束発生部１８７に集光する。射出角度保存光学素子１８５の射出面と多光束発生部１
８７の入射面とは、リレー光学系１８６によって、互いにフーリエ変換の関係（物体面と
瞳面の関係、又は、瞳面と像面の関係）になっている。多光束発生部１８７は、偏光状態
調整部１８８及び計算機ホログラム１８９を均一に照明するためのオプティカルインテグ
レータで構成される。多光束発生部１８７の射出面には、複数の点光源からなる２次光源
が形成される。多光束発生部１８７から射出された光は、円偏光として偏光状態調整部１
８８に入射する。
【０１００】
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　偏光状態調整部１８８は、位相制御部１８４によって円偏光となった光にλ／４の位相
差を与えて所定の偏光方向を有する直線偏光に変換する。偏光状態調整部１８８から射出
された光は、直線偏光として回折光学素子として機能する計算機ホログラム１８９に入射
する。本実施形態では、偏光状態調整部１８８は、計算機ホログラム１８９よりも光源側
に配置されているが、偏光状態調整部１８８と計算機ホログラム１８９との配置関係を入
れ替えてもよい。また、偏光状態調整部１８８をサブ波長構造（ＳＷＳ：Ｓｕｂ　Ｗａｖ
ｅｌｅｎｇｔｈ　Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）で構成した場合には、１つの素子で偏光状態調整
部と回折光学素子の機能を有する（即ち、回折光学素子と一体的に構成する）ことができ
る。
【０１０１】
　計算機ホログラム１８９は、リレー光学系１９０を介して、アパーチャ１９１の位置に
、第１の実施形態、第２の実施形態又は第３の実施形態の決定方法で決定された有効光源
（光強度分布）を形成する。また、計算機ホログラム１８９は、輪帯照明や４重極照明な
どを形成することも可能であり、偏光状態調整部１８８と協同して、タンジェンシャル偏
光やラディアル偏光などを実現することもきできる。このような互いに異なる有効光源を
形成する複数の計算機ホログラム１８９は、例えば、ターレットなどの切り替え部に配置
される。そして、第１の実施形態、第２の実施形態又は第３の実施形態の決定方法によっ
て決定された有効光源に対応する計算機ホログラム１８９を照明光学系１８０の光路に配
置することで、様々な有効光源を形成することができる。
【０１０２】
　アパーチャ１９１は、計算機ホログラム１８９によって形成された有効光源（光強度分
布）のみを通過させる機能を有する。計算機ホログラム１８９とアパーチャ１９１とは、
互いにフーリエ変換の関係になるように配置されている。ズーム光学系１９２は、計算機
ホログラム１８９によって形成された有効光源を所定の倍率で拡大して多光束発生部１９
３に投影する。多光束発生部１９３は、照明光学系１８０の瞳面に配置され、アパーチャ
１９１の位置に形成された光強度分布に対応した光源像（有効光源）を射出面に形成する
。多光束発生部１９３は、本実施形態では、ハエの目レンズやシリンドリカルレンズアレ
イなどのオプティカルインテグレータで構成される。なお、多光束発生部１９３の射出面
の近傍には、開口絞り１９４が配置される。照射部１９５は、コンデンサー光学系などを
含み、多光束発生部１９３の射出面に形成される有効光源でマスク１２０を照明する。
【０１０３】
　マスク１２０は、ウエハ１４０に転写すべきパターンを有する。なお、露光条件を決定
する決定方法として第１の実施形態の決定方法が用いられている場合には、マスク１２０
は、第１の実施形態の決定方法によって決定されたマスクパターンに対応するパターンを
ウエハ１４０に転写すべきパターンとして有する。マスク１２０は、図示しないマスクス
テージに支持及び駆動される。マスク１２０からの回折光は、投影光学系１３０を介して
、ウエハ１４０に投影される。露光装置１００は、ステップ・アンド・スキャン方式の露
光装置であるため、マスク１２０とウエハ１４０とを走査することによって、マスク１２
０のパターンをウエハ１４０に転写する。
【０１０４】
　投影光学系１３０は、マスク１２０のパターンをウエハ１４０に投影する光学系である
。また、投影光学系１３０には、第１の実施形態、第２の実施形態又は第３の実施形態の
決定方法によって決定された投影光学系の収差が設定される。投影光学系１３０は、屈折
系、反射屈折系、或いは、反射系を使用することができる。
【０１０５】
　ウエハ１４０は、マスク１２０のパターンが投影（転写）される基板であり、図示しな
いウエハステージに支持及び駆動される。但し、ウエハ１４０は、ガラスプレートやその
他の基板に置き換えることもできる。ウエハ１４０には、レジストが塗布されている。
【０１０６】
　露光において、光源１６０からの光は、照明光学系１８０によってマスク１２０を照明
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する。マスク１２０のパターンを反映する光は、投影光学系１３０によってウエハ１４０
の上に結像する。この際、露光装置１００には、上述したように、第１の実施形態、第２
の実施形態又は第３の実施形態の決定方法によって決定された露光条件が設定されている
。従って、露光装置１００は、高いスループットで経済性よく高品位なデバイス（半導体
素子、ＬＣＤ素子、撮像素子（ＣＣＤなど）、薄膜磁気ヘッドなど）を提供することがで
きる。かかるデバイスは、露光装置１００を用いてフォトレジスト（感光剤）が塗布され
た基板（ウエハ、ガラスプレート等）を露光する工程と、露光された基板を現像する工程
と、その他の周知の工程と、を経ることによって製造される。
【０１０７】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されないことはいうまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である
。

【図１】 【図３】
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